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株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ 

  当社は、２０１４年４月２２日開催の取締役会において、会社法第２３６条第１項、第

２３８条第１項および第２項ならびに第２４０条第１項に基づき、当社の取締役および執

行役員に対し、下記の要領により、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を

発行することを決議いたしましたのでお知らせします。 

記 

１．ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 

当社は、２０１０年２月期より、業務執行取締役および社内監査役ならびに執行役員

が株価変動のメリットやリスクを株主の皆様と共有し、株主の皆様と同じ目線で当社の

企業価値増大に向けた意欲を一層高めることを目的として、株式報酬型ストックオプシ

ョンを導入しております。 

本決議は、２０１４年２月期における株式報酬型ストックオプションを付与するため

に新株予約権を発行するものであります。 

２．新株予約権の発行要領 

（１）新株予約権の割当てを受ける者

 新株予約権の割当てを受ける者（以下、「新株予約権者」といいます）は、社外役

員等を除く、当社取締役５名および執行役員５名とします。

（２）新株予約権の目的である株式の種類および数

 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式であり、その数は新株予約権１

個当たり５００株であります。

（３）発行する新株予約権の総数

発行する新株予約権の総数は３０個であります。

（４）新株予約権の払込金額 

 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。なお、払込みを要し

ないこととすることは、有利発行に該当いたしません。 

（５）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付

を受ける株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」といいます）に付与株式数

を乗じた金額とし、行使価額は１円とします。 



（６）新株予約権の権利行使期間 

   ２０１４年５月１２日から２０４４年５月１１日までとします。 

（７）新株予約権の行使の条件

ａ．新株予約権を割り当てられた者は、取締役、監査役および執行役員（一般従業員

を含む）のいずれの地位をも喪失した日の翌日から１０日を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使できるものとします。

ｂ．新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを

分割して行使することはできないものとします。

（８）新株予約権行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金

新株予約権行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、１株当たり帳

簿価額と行使価額との合計額の２分の１（１円末満の端数は切り上げる）とし、増加

する資本準備金の額は、当該合計金額から当該増加資本金の額を控除した額とします。

（９）新株予約権の喪失事由 

新株予約権者が、法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合、

禁固以上の刑に処せられた場合、当社による承認を事前に得ることなく、競業会社の

役職員に就任しまたは就任することを承諾した場合もしくは当社の事業と競業する事

業を営んだ場合、新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部

を放棄する旨を申し出た場合には、直ちに新株予約権を喪失するものとします。

（１０）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとしま

す。 

（１１）組織再編行為時における新株予約権の取り扱い 

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式

交換または株式移転を行う場合においては、一定条件のもと、新株予約権者に対して、

組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権について、会社法第２３６

条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付すること

ができるものとします。

この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予

約権を発行するものとします。ただし、一定条件に従い、再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

（１２）新株予約権の割当日

   新株予約権の割当日（発行日）は２０１４年５月１２日とします。

３．支配株主との取引等に関する事項

本件株式報酬型ストックオプションは、その一部につきまして、当社親会社であるイ

オン株式会社の執行役を兼任している当社代表取締役社長宮下雄二に割り当てられるた

め、支配株主との取引等に該当しております。



（１）公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置

 本件株式報酬型ストックオプションは、予め社内で定められた規則及び手続きに基

づいて決議しております。また、権利行使価格の決定方法をはじめとする発行内容及

び条件につきましても、一般的な株式報酬型ストックオプションの内容及び条件であ

り、適正なものであります。

 なお、本件株式報酬型ストックオプションの発行及び割当に関する本日開催の当社

取締役会において、代表取締役社長宮下雄二およびイオン株式会社取締役兼代表執行

役を兼任している当社取締役相談役岡田元也は、利益相反を回避するために本件審議

に参加せず、かつ、決議に参加した取締役全員の承認を得ております。

（２）少数株主にとって不利益なものではないことに関する意見

 本日開催の取締役会決議に先立ち、支配株主であるイオン株式会社との間で特別の

利害関係を有しない独立した外部の有識者である大木章八氏（弁護士）から本日、以

下の理由により、本件については少数株主にとって不利益なものではない旨の意見を

得ております。

① その割当及び割当株数は、株主総会で承認された株式報酬型ストックオプショ

ンの枠内での発行であること。

② 取締役の職務執行の対価として妥当性を有するものであること。

③ 社内で定められた規則および手続きに基づき発行されていること。

④ 発行内容及び条件の決定方法等について指摘すべき事項がないこと。

⑤ その割当株数は限定的であること。

（３）コーポレート・ガバナンス報告書との適合状況

２０１３年５月３１日に開示したコーポレート・カバナンス報告書で示している

「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は、以

下のとおりであり、本件株式報酬型ストックオプションの発行は、この方針に則って

決定しております。

「当社は、イオン株式会社（純粋持株会社、以下イオン）および同社の連結子会

社・持分法適用関連会社により構成される企業グループに属しております。イオン

がグループ戦略の立案、グループ経営資源の最適配分、グループシナジーの最大化

などをはかり、一方、当社を含めた各事業会社は、専門性を高め、地域に密着した

経営を行うことで、より一層のお客様満足の向上をはかっております。

また、事業運営に当たって、当社は独自の経営判断に基づき遂行しつつ、重要な

経営課題については、イオンとの協議、もしくは報告を行っております。イオンお

よびグループ企業とは、相互に自主・独立性を充分に尊重しつつ緊密な連携を保ち

ながら、持続的な成長、発展、業績の向上に努めております。」

      以 上 


